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○岡林 薫委員長 開議に先立ち、事務局職員から委員の出席状況を報告します。網谷事務局

次長。 

○網谷光典市議会事務局次長 本日の会議のただいまの出席委員は、８名です。 

 なお、請願第２号の紹介議員として、手塚議員に出席をお願いしています。 

 以上で報告を終わります。 

    （午前１０時５分 開議） 

○岡林 薫委員長 ただいま報告しましたとおり、出席委員は定足数に達していますので、こ

れから総務常任委員会を開きます。 

○岡林 薫委員長 審査に先立ち、申し上げます。 

 本委員会の傍聴は、委員長においてこれを許可します。 

 なお、本委員会室に確保した傍聴席を上回る傍聴希望者が来られた場合は、第４委員会室

でモニタースピーカーによる傍聴を許可します。御了承願います。 

○岡林 薫委員長 これから審査に入ります。 

 請願第２号 保育所・学校給食の食材の放射能の独自検査に関する請願を議題とします。 

○岡林 薫委員長 お諮りします。 

 本請願については、既に詳細な趣旨説明を受けているため、これを省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡林 薫委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本請願については、趣旨説明を省略することに決しました。 

○岡林 薫委員長 これから質疑に入ります。 

 まず、紹介議員に対する質疑を行います。質疑はありませんか。高橋委員。 

○高橋伸介委員 私からは専門的なことはお尋ねしませんので、リラックスしていただいたら

いいと思います。 

 今回、請願者は高松氏外５名ということですけれども、紹介議員はどのような経緯で紹介

されるに至ったのか、お尋ねしたいと思います。 

○手塚隆寛議員 細かい経緯ということではないですが、放射能から子どもたちを守る枚方の

会などという形で、放射能問題とか学習等も御一緒にやっています。そういう中で、やはり

食の問題が大変心配だということもありましたので、多くの方々が、市長の方に何とかして

ほしいという申し出も何度かされています。署名もたくさん集まっているという中で、やは

り、何とか実現したいということで、請願をというお話になりましたので、紹介させていた

だきました。 

 以上です。 

○高橋伸介委員 どうもありがとうございました。 

 請願というのは、一旦出されますと、紹介議員さんとしてはできるだけ採択させたいとい

う思いは強くお持ちになっておられることと思います。２月２７日から本会議が始まってい

るわけですけれども、この間、多くの議員さんに請願採択に向けてお話しされたと思います

が、各議員さんの反応というのはどういうものであったでしょうか。 

○手塚隆寛議員 それほどたくさんの議員さんとお話しをしておりませんので、そのあたりは、
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多分、請願者の方々が多くの議員さんにお話しをされたと思っていますので、個別の議員さ

んの反応ということについては、私は直接的には存じていません。 

○大森由紀子委員 今回、提出されました請願第２号につきまして、審査をさせていただくと

いうことで、趣旨をより理解するために、ちょっと何点か素朴な疑問を聞かせていただきた

いと思います。 

 まず最初に、請願要旨の１行目に「全国に放射能を拡散しました」とありますが、これに

ついてはどのようなことか、お聞かせください。 

○手塚隆寛議員 大気圏については、確かに関西と関東の差はあります。しかしながら、ある

意味で言うと、全世界に放射能が散ったということが新聞とかテレビでも明らかに報道され

ています。確かに量の問題はありますが、例えば外国でも検出されたということもあります。 

 それから、食は、確かに関東地方とか東北地方との落差はあるようですが、しかしながら、

例えば粉ミルクとか、少なくとも全国に回るような加工食品からも放射能が検出されている。

それから、最近の特徴的なことでは、シイタケからもたくさん出ています。このシイタケの

原木は、意外と福島産のものがかなり主流を占めていますから、全国のシイタケからも結構

出てくるということもありますし、最近でいいますと、札幌の方で木炭からかなりの放射能

が出て、実は、焼肉からも出てきたと。木炭を燃やすと逆にそこからその食品に汚染すると

いうことがありますから、木炭についても、どこの木炭かということを調べないといけない

ということも出てきます。 

 そういう意味で言うと、どこから何が出てくるかわからないぐらいの状況になっていると

私は思っています。 

○大森由紀子委員 じゃ、次に、中段の方で、「今回の原発事故においても、早期に、子ども

たちに頭痛、鼻血」など「さまざまな症状が出ました」とありますけれども、この子どもた

ちの症状は、今回の事故と因果関係があるということでしょうか。 

○手塚隆寛議員 私も福島の方々から聞いた話ですが、これは多分、例の原発事故の後しばら

くたって、早期に鼻血とか下痢とかという症状が一部出てきたということがあります。一定

たったらまた落ち着いたという話もありますし、明らかに、この放射能が物理的な原因であ

るということは証明できないかもしれませんが、少なくとも原発事故以降にそういう症状が

たくさん出たと。 

 現在も、甲状腺とかに一定程度の症状が出てきているところもありますので、原発との因

果関係はあるだろうとは思っています。 

○大森由紀子委員 それでは、次の次の段落ですけれども、「国際基準から見ても非常に緩い

暫定値」というところがありますよね。これは、この中で言われる国際基準というのがどれ

ぐらいのものなのか、また、それに対して、非常に緩い国の基準というのはどう思っておら

れるのか、お聞かせください。 

○手塚隆寛議員 済いません。今は国際基準の細かい基準値は持ってきていませんので、すぐ

にお答えはできないんですが、国の暫定規制値は４月にまた変わりますけれども、暫定規制

値が５００ベクレルなどで大変緩いというのは、少なくとも、緩いから国も４月で変えざる

を得ないという状況になっていると思いますので、ちょっと国際基準との比較はすぐにはで

きませんけれども、そういう意味でいうと、今までの基準は非常に緩かったのだろうという
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のは国の方も認めているんではないかと思います。 

○大森由紀子委員 その段落の途中で、「「安全と言われる閾値はない」と指摘されている」

と書いてあるんですけれども、括弧書きになっているということは、どなたかがどこかでお

話しされたことでしょうか。 

○手塚隆寛議員 いわゆる閾値という問題では、いろんな学者の方がおられまして、例えば、

１００ミリシーベルト以下であれば安全だということで、そこから先になると有意な点で、

放射能のがんの発生とかが出てくるという話をされる方もおられます。 

 しかしながら、実際には１００ミリシーベルト以下でも、閾値はなくてもある基準で限り

なく下がっていくということも最近言われています。閾値がないというのは多くの学者の方

が最近言われておられますので、そういう学者の方のどなたということではないですが、多

分そういう意味で、安全に閾値がないというのは、その引用だと思います。 

○大森由紀子委員 それでは、最後に「保育所・学校給食の食材の放射能の独自検査」とあり

ますけれども、ここで言われているのは、どのような段階でどのような検査をというふうに

求めておられるのでしょうか。 

○手塚隆寛議員 幾つかあると思いますが、やはり、食材を提供する前に、すべての食材の検

査を行うことができればベストだと思います。その場合にどういう状況になるかというのは

場合によると思いますし、この請願者も含めまして、枚方におきましては、できればゲルマ

ニウム半導体検出器を買って、これで検査をする。これは京都市がことしもまた買っていま

すが、１,４７０万円です。こういう方法が基本的に一番細かく調べられるんで、こういう

検査をしたい。 

 やっぱりかなり時間もかかりますから、検査する場合にもう一つあるのは、シンチレータ

ーというのがありまして、これは大体３００万円ぐらいですが、尼崎市も７月に２台、その

値段で買うと言っていますから、大体それぐらいの相場で買えるんだと思います。まずそう

いう機械で測って、それで危ない場合はもう一度きっちりと測るという方法がベストかなと

思います。 

 ただ、機械が入ってくるまで時間がかかりますから、場合によっては委託というのもあり

ます。委託でいいますと、今、関西でも多くの市町村で幾つかの委託先がある。大体１検体

１万８,０００円ぐらいで委託できるという話になっていますが、消費税を入れて１万８,９

００円、大阪府の場合は１万５,０００円で委託をしていますが、当面、機械が入るまでは

そういう形で委託をするということになるだろう。機械はちょっと時間がかかりますので、

そういうことを含めて、尼崎市などは、機械が入る７月までは委託でやって、その後、機械

が入れば自分のところで直接調査する。ですから、私もそういう形になるのかなと思ってい

ます。 

○木村亮太委員 こちらの請願文書表に書かれている、「安全な食品を求めている」というの

は確かにそうだなというのがあるんですけれども、例えば、真ん中より下のあたりにある

「基準値を設定するだけでは、安全とは言えません」だったり、「限りなく少なくする」と

いうところで、４月から国でも基準値が変わりますよね。その基準値よりも、枚方は独自に

基準値を設定するとか、そういった意味になるんですか。この、いわゆる安全基準というの

は、どこまでのことを求められているのかということをお伺いしたいです。 
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○手塚隆寛議員 ２つありまして、１つは確かに基準値があったとしても、検査をしなければ

基準値以下かどうかもわかりません。そういう意味では、早野さんという先生が、基準を決

めるだけではだめで、やはり実際に調査をして公表することが、まず安全のために必要だろ

うということを言われています。 

 それから、国の基準値をどこでどう設定するかは難しいと思いますが、やはり基本は限り

なく放射能を摂取しない方がいいと、これははっきりしていますから、この基準値以下、例

えば具体的にもっと低い方がということがあれば、それは当然、そういう形も研究していく

必要があるかなと思います。 

 国の基準値がどうかという検証もなかなか難しいかもしれませんが、できればそこも含め

て考えることは必要かなと思っています。 

○木村亮太委員 限りなく少なくということですが、地球上に存在している限り、若干浴びて

いるみたいな話もありますよね。そこら辺で、日常生活におけるレベルであったり、何か具

体的数値をお伺いしたかったんですけれども。 

○手塚隆寛議員 だから、具体的数値でいうと非常に難しいと思うんですよね。今、国は摂取

量を年間で１ミリシーベルトという基準に変えているので、今までと比べてはるかに前進し

ていると思いますが、それで安心かというと、そうではない。僕の中では、さっきの閾値が

ないことと一緒で、やはりできるだけ被曝しないようにするというのが基準だろうと。 

 確かに、今までの核実験とかによって、大気圏の中にも一定の放射能がありますし、もう

既に人体自身がそういう幾らかの放射能を持っているというふうに言われていますが、それ

にプラスアルファするというのは非常によくないわけですから、できるだけ避けるというこ

とで、私どもはどこがどうだという形でなかなかきっちりと言えないところかとは思います

けれども、できるだけ基準値を出すというのが基本だろうと思います。 

○木村亮太委員 ありがとうございます。具体的な数値というのはなかなか設定しにくいとい

うところで認識いたしました。 

 また、この給食、子どもたちの食品、口にする食べ物の安全をというところになってくる

と思うんですけれども、子どもたちが摂取するのって別に給食だけじゃないと思うんです。

そういったところはどのようにお考えなんでしょうか。 

○手塚隆寛議員 それは幾つかあると思うんですが、例えば京都市なんかでいうと、衛生環境

研究所がありまして、先ほど言った、ゲルマニウム半導体検出器が２台あるんですよね。チ

ェルノブイリ原発事故の後に買って、もう一つはこの１月に買ったんです。だから、給食の

食材の検査なんかはそこで無料でやっています。それから、市民から持ち込まれた食材につ

いて、そこで有料で検査をするというようなこともやっています。 

 だから、そういう意味で、枚方市にそういう学校給食の測定所を造る、加えて市民から持

ち込まれた物とか、業者から持ち込まれたら、やっぱり検査するという体制を作るというこ

とが必要かと思っています。 

○木村亮太委員 ありがとうございます。 

 そうしましたら、京都市とかでは独自で持ち込みとかされているということなんですけれ

ども、もしそこら辺の詳しい数字というんですか、利用率であったりとか、それで京都市は

どういった独自の基準を設けて検出をしているのか、もしくは国の基準を使って検出してい
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るのか。実際に引っかかった、引っかかっていないという数字は、もし御存じであればお伺

いできればと思います。 

○手塚隆寛議員 京都市の場合、どれだけの利用率があるかはちょっとわかりません。基準に

ついては、多分国の基準を使っていますが、現在の段階では、４月の新基準値で既に調査に

入っているということは、新基準値があると公表された段階で、新基準値で検査していると

いうふうには聞いています。 

○松浦幸夫委員 この請願要旨の中に、「今なお福島第一原子力発電所」から「放射能を放出

しています」と、それで「放射能汚染の広がり」があると書かれていますが、これは事実で

すか。 

○手塚隆寛議員 何億ベクレルか、ちょっと細かい数字はわかりませんが、少なくとも、今も

原子力発電所からまだまだ毎日出ているのは間違いないです。 

 爆発したときのものとは違いますが、放水なんかの水が一定海に流れていくということも

あるようです。だから、少なくとも、大気圏に出ているのは間違いないです。 

○松浦幸夫委員 いや、間違いないですと言いますが、本当にそうなんですかということです。 

○手塚隆寛議員 だから、それは数字のデータとしても東京電力が発表しています。 

○松浦幸夫委員 いや、そのデータはどのレベルの放射線が出ているということですか。 

○手塚隆寛議員 だから、どのレベルと言われると、以前と比べたら非常に少ないとは思いま

すが、少なくとも、事故の影響で一定の放射線が出ているっていうのは間違いないです。ち

ょっと具体的な数字は忘れましたが、何億ベクレルという形で出ています。 

○松浦幸夫委員 いや、だからゼロじゃないというのは確かなんですが、自然界にも何ぼかは

あるわけですから、それが全国に広がりを見せるというようなレベルなんですかということ

をお聞きしたのですが。 

○手塚隆寛議員 そういう意味でいうと非常に難しいところかもしれないとは思いますが、確

かに関東と関西では、関西の方の放射能レベルというのは、大気圏でもそれほど高くないと

いう状況です。そういう意味で厳密に言いますと、ここのあたりは非常に難しい表現かなと

思います。 

○松浦幸夫委員 本当に広がりがあるということを数字的にきちっと言わないと、これがまさ

しく風評被害になるわけです。福島の方たちはこれで大変迷惑されているわけです。全国的

にも、そういうことを言われると大変迷惑されるわけです。この辺の数字がはっきり出てい

るならお示しを願いたいと思うんですけれども、それは当然ゼロじゃないということははっ

きりしています。これで本当に汚染が広がるかどうかということを、はっきり検証されたん

なら言ってもらってもいいですが、こういうことを言うことによって、いろんな風評被害が

広がるということは、やっぱりちょっと注意をしてほしいなと思います。 

○岡林 薫委員長 他に質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）これにて、紹介議員

に対する質疑を終結します。 

○岡林 薫委員長 紹介議員に申し上げます。 

 紹介議員に対する質疑は終結しましたので、これで退席していただいて結構です。どうも

御苦労さまでした。 

    〔手塚隆寛委員退席〕 
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○岡林 薫委員長 次に、理事者に対する質疑を行います。質疑はありませんか。高橋委員。 

○高橋伸介委員 この前、報道番組を見ておりまして、福島県の郡山市だったと思います。ま

さに現地の市なんですけれども、放射能測定装置を４２カ所の公的施設に４４台設置され、

市民が持ち込む食品等に含まれる放射性物質の濃度を測定されているということなんですけ

れども、現在、関東以北ではどの程度の自治体でこういう測定をされているのか、お尋ねを

したいと思います。 

○佐藤伸彦市民安全部長 お答えいたします。 

 ２月１９日の毎日新聞の報道ですけれども、この報道によりますと、関東以北の都道府県、

政令指定都市、中核市、東京２３区、国公立大学が保有する放射性物質検査機器は、ゲルマ

ニウム半導体検出器が１０９台、ヨウ化ナトリウムシンチレーション検出器が１３６台導入

されているとのことでございます。 

○高橋伸介委員 先ほども、測定器の価格について、紹介議員との質問とお答えの中でも出て

おったところですけれども、この放射能の測定装置の購入価格というのは大体どれぐらいで、

どの程度のスペースが必要になって、また、それに付随する職員さんがどれぐらい必要にな

るのか、わかる範囲でお答えいただきたいと思います。 

○佐藤伸彦市民安全部長 お答えいたします。 

 福島県の郡山市に確認をさせていただいたところでございますけれども、この機器はすべ

てヨウ化ナトリウムシンチレーション検出器で、機器の購入費は県で一括購入のためわから

ないとのことでございましたが、メーカーへの聞き取りによりますと、価格は２５０万円か

ら６００万円とのことでございます。 

 スペースにつきましては、１台につき約畳５畳分程度必要で、職員は２名の方が専従で対

応されているとのことでございます。１検体につきまして約３０分要するため、１台１日当

たり１５件の測定が可能ということでございました。 

○高橋伸介委員 まさに今、東日本で原発立地の県中心にこういう動きが現実にあることは認

識しております。先ほど一番高価なのはゲルマニウム半導体検出器ということで、これはち

ょっと別格の金額になっているわけですけれども、一般的にはヨウ化ナトリウムシンチレー

ション検出器を使っている、こういう認識をさせていただけたらいいのかなと思っておりま

す。 

 問題は、被災された方が関西の方にも来ておられるわけです。そういうことも勘案します

と、やはり西と東の対応というのは、おのずと違ってくるもんであろうと思います。先ほど、

委員の方からも風評被害、これとどの程度線引きをきちっとして、データでもって安心をし

ていただくという形になろうかと思うわけですけれども、関西での市町村の取り組みという

のは、今現在、どういうものであるのか、わかる範囲でお答えいただきたいと思います。 

○塚本幸平学校給食課長 お答えさせていただきます。 

 大阪府内３３市では、検査を行っております食材の種類や回数など、検査の方法はそれぞ

れ異なっておりますが、現在、独自で検査を行っている、またはこれまでに行ったことがあ

るというのが、大阪市、堺市、東大阪市、豊中市、高槻市、和泉市、箕面市、それと藤井寺

市と柏原市の学校給食組合８団体９市となっております。 

 これらの検査には、すべて外部機関に委託をして行われているところでございます。その
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他、神戸市、西宮市、尼崎市などが実施されております。 

 以上です。 

○高橋伸介委員 私が聞いているところによりますと、これは何でもかんでも検査していると

いうことではないというふうに聞いています。たしか、牛肉の問題で、飼料から放射性物質

が出てきたということもあったように聞いております。大体、どれぐらいの食材というか、

数といいますか、どういうものを主に検査をされているのか、わかる範囲でお教えいただけ

たらと。 

○塚本幸平学校給食課長 多くの市は、一部地域の食材をサンプリングして行うということで

ございます。一部地域といいますのが、今までに基準値以上の食材が出たところであるか、

または、静岡以東の１都１７県の食材につきまして行っているところが多うございます。 

 以上です。 

○高橋伸介委員 今朝の新聞をお読みになった方も多いかと思うんですけれども、国もこの点

では、東日本の県を中心に相当検査を厳しくしていくという報道があった。その辺は読まれ

ましたか。（塚本課長資料を示す）では結構です。 

○松浦幸夫委員 その大阪府内で検査をされているところで、実際に何回か出てきているんで

すか。例えば、使用禁止というようなものがあったんですか。 

○塚本幸平学校給食課長 ちょっと今、豊中市でやりました例を見ますと、今手元に持ってお

ります表ではすべて検出せずということで出ております。 

○松浦幸夫委員 枚方市はどこからでも安いものを買ってきて、食材に使うということはない

んですよね。 

○塚本幸平学校給食課長 はい。そういうことはございませんで、米であるとか牛乳であると

か、パンに使います小麦であるとかは、大阪府の学校給食会というところから購入します。

その分につきましてはそちらの方で検査をしております。 

 また、一般の肉、野菜等につきましては、中央卸売市場を通して購入するような形を取ら

していただいております。 

 以上です。 

○広瀬ひとみ委員 日本で原発事故が起こるなんて多くの人が思っていなくて、本当に安全神

話にどっぷりと浸り切っていたと思うんです。だから、国も当初は、そういう基準そのもの

もしっかりと明確にしていなかったし、検査の体制も本当に整っていなかったという状態だ

ったと思うんです。 

 きのう、大阪地裁の方で、原爆症の近畿訴訟がありまして、これは原告の方が２年間ずっ

と訴え続けていたにもかかわらず認められないということで、ようやく勝利判決が下って認

定されたということだったんです。戦後６７年でしょう。内部被曝というのは、本当に後に

なって、後になって、わからないように私たちの体にさまざまな影響を与えていくものなん

だなと。また、それを後から国が認めるのかどうかというのは本当にわからないし、そのた

めに多くの人が本当に苦しい思いをするものだということを改めて感じました。 

 だから、請願者の方が安全な物をできるだけ子どもたちには提供してあげてほしいと願わ

れる思いというのは、本当によくわかるんです。私自身も小さな子どももまだいてますから、

スーパーで食品を手にするたびに本当に大丈夫かなと思います。そういう今、風評被害のこ
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とがありまして、本当に福島の周辺の方、また、福島だけではないですよね。千葉、茨城で

放射能が検出されている地域の農家の方というのは、本当につらい思いをされている。そう

いう思いをわかりながらも、それでもやっぱり安全な物を食べさせてあげたいという思いは

強く持っているんです。 

 先ほどから言われているみたいに、原発の事故によって放出されたセシウム１３７という

のは、広島型原爆の１６８個分に相当する放射能を全国に散りばめていると。これが半分に

減っていくのに３０年間かかるというふうに言われているわけですよね。セシウム１３７の

半減期は３０年ですから、３０年にわたって半分に減っていくという状態です。その間、本

当にさまざまな形で影響があるんじゃないかな。そのことがやっぱり心配なんです。 

 １つお聞きしたいんですけれども、先ほどから測定器の話がされていますが、私の手元の

資料では、大阪にはゲルマニウム半導体検出器が３機あって、シンチレーションの方が９機

ありますというふうになっているんです。枚方市はこれから中核市になろうとしているわけ

なんですが、そうしたときに住民の健康、安全を守っていくというのは、保健所の機能とし

ても重要な役割ではないのかなと思うんです。 

 中核市として、そういう検査機器を備えていくという考えはあるのかないのか、その点、

お伺いしたいんですが、いかがですか。 

○高井法子企画財政部長 中核市としてという御質問ですけれども、現在、保健所の移譲、移

管につきましては、検査機器も含めまして施設の内容を大阪府の方と詰めているところでご

ざいますけれども、機器等の設備につきましては基本的には、現在検査を行っているものを

ベースに考えていきたいと考えています。 

○広瀬ひとみ委員 やっぱり、福島の原発事故というのは、西日本からしたら遠い事故ですけ

れども、私たちの地域には福井の原発群があります。本当に老朽化した原発群ですから、い

つ何が起こるのかわからないと私自身はとらえているんです。そういうときに、いざ事故が

起こった、その後あたふたして、手をこまねいて何もできない、そういう状況になるのでは

なくて、やっぱり事前からきちんとした体制を整えておかないと、今度の原発事故の教訓が

生かされないのではないかなと感じます。ですから、中核市に移行する意思表示をしている

のであれば、やはりそこはそれなりの体制、機器整備をしていくことが大事じゃないかなと

思います。 

 放射能に対する認識なんですけれども、先ほどから市場に出回っているということで、西

日本ではそういうものはなかなか検出されていませんよということだったんですけれども、

やっぱり本当に大丈夫ということを言っていいのか、そこも非常に心配なんです。大丈夫と

いうのは基準値以下ですよということだと思うんです。基準値以下だったら本当に大丈夫な

のかというところがわからないから、やっぱり私たちは心配なんです。だから、子どもたち

の食べ物というのは食品ごとに見て、それで全部食べたら一体どういう状態になるのかとい

うことはしっかり測ってもらいたいなと思うんです。 

 それで、学校給食の衛生管理基準では、食品の選定について、「鮮度の良い衛生的なもの

を選択するよう常に配慮し、特に、有害なもの又はその疑いのあるものは避けるよう留意す

ること」と書かれていると思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。 

○塚本幸平学校給食課長 先ほどありました中で、当然、一部入ってきます果物であるとか、
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そういうものにつきましては、産地の方から検査証を取り寄せたりしているところでござい

ます。 

○広瀬ひとみ委員 そういうふうに衛生管理基準の方に書かれているということは、間違いな

いですか。 

○塚本幸平学校給食課長 そのとおりです。 

○広瀬ひとみ委員 この間、松本市の市長さんは、この問題で非常に積極的な取り組みもされ

ていて、いろんなことで発言をされているんですけれども、放射能はまさに有害なものだと。

どんな微量な被曝でも危険性はある。子どもたちには危険なものを食べさせない。そういう

姿勢で松本市は臨むんだということを言われていて、やっぱり枚方市もそういう姿勢でぜひ

臨んでほしいなと思います。先ほど大阪府下でも８団体９市がいろんなやり方で測定をされ

ているとありましたが、やっぱり、安全、安心というものを評価していこうということで、

努力をしているのではないかなと思います。 

 その学校給食用の牛乳の方なんですけれども、今、学校給食会の方から納入されていると

いうふうに言われましたでしょうか。 

○塚本幸平学校給食課長 はい。大阪府の学校給食会から納入をさせていただいています。 

○広瀬ひとみ委員 その学校給食会が納入されるものについては、そちらの方で検査をされて

いるということで、その検査データというのは、例えば牛乳については今どういう状態にな

っているんですか。 

○塚本幸平学校給食課長 まさに今ここに検査結果を持っております。この第３学期の分につ

きましては、サンプリング１４検体を１月３０日に採取して検査を行い、検出せずというこ

とで結果をいただいております。 

○広瀬ひとみ委員 今、そういったものは枚方市のホームページなんかにも公表されていると

いうことでいいんですか。 

○塚本幸平学校給食課長 この分につきましては、今のところまだ公表はしておりません。お

問い合わせがあります分につきましては、お答えさせていただいております。 

○広瀬ひとみ委員 公表していく考えというのはありますか。 

○塚本幸平学校給食課長 お電話等で問い合わせがありましたら公表しておりますので、公表

しないということではございません。 

○広瀬ひとみ委員 せっかく検査されているんだったら、市のホームページでも学校給食会で

実施している検査の結果はこういう状況ですとお知らせすればいいと思うんです。ちょっと

その点はぜひ検討もしていただきたいと思います。学校給食の方はそういう形ですが、保育

所の方の牛乳なんかはどんなふうにされているんですか。 

○延永泰彦子育て支援室課長 流通しているものを使用しています。 

○広瀬ひとみ委員 一般に流通されているものの検査結果のデータというのは御承知ですか。 

○延永泰彦子育て支援室課長 検査結果については、市場に流通しているものは基準をクリア

しているものと判断して購入しております。 

○広瀬ひとみ委員 基準はクリアしているけれども、どれぐらいのデータなのかというのは掌

握されていない状態だと思います。 

 牛乳の検査というのは、私の方では２月からようやく行われるというふうに聞いていたん
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ですけれども、それが結局、月末の公表になっていくということで、非常に遅いという話も

ちらっと聞いたような気がするんですが、ちょっと資料にも付けていただきましたけれども、

今回、特に乳幼児の食品については、非常に厳しい基準というのが改めて作られたわけです

よね。これが本当に守られるのかどうなのかと。子どもたちというのは、本当に毎日のよう

に牛乳を飲むわけですから、その牛乳が本当に大丈夫なのかということは非常に心配なわけ

です。 

 そういう意味では、出回っているということだけで、今はどういうデータなのかわからな

い状態ということですから、やはりこれはきちんと測定をされていった方がいいんじゃない

かなと感じます。 

 以上、私の方からの質問は終わらせていただきます。 

○大森由紀子委員 今、さまざまな質問が出ましたが、もう一度、ちょっと基本に返ってこの

請願の内容からお聞きしたいと思っています。 

 先ほど、紹介議員の方にも聞きましたが、全国に拡散したと言われるこの放射能、この枚

方の保育所、また学校給食の食材への影響についてはどのように思われるのか、お聞かせく

ださい。 

○大倉伸之環境公害課長 まず全国に放射性物質が拡散したということなんですけれども、大

阪府立公衆衛生研究所が行っている地上２０メートルのモニタリングポストによります空間

放射線量率の測定結果によりますと、事故以前の平成７年から２２年の測定値が０.０３４

から０.０７２マイクロシーベルトアワーに対しまして、事故後の平成２３年３月１２日か

ら１２月２８日の測定値は０.０４１から０.０６２マイクロシーベルトアワーでありまして、

事故前後の測定値に変化は見られておりません。 

○大森由紀子委員 それでは、先ほど紹介議員にも聞きましたが、請願要旨の中段の方にあり

ます今回の原発事故において、子どもたちに「さまざまな症状が出ました」とあるんですけ

れども、これについて原発事故と関係があるとかないとか、どのようにこの請願の内容につ

いて思われるのか、お聞かせください。 

○上武康宏環境保全部次長 放射線による人体の影響に関しましては、被爆早期に表れる影響

として吐き気、出血、下痢、血球減少、脱毛等がございます。ただし、これらの影響に関し

ましては、一定程度、数百ミリシーベルトといった高い放射線量を被曝した際に表れるとい

うふうに聞き及んでおります。 

○大森由紀子委員 それでは、これも先ほど紹介議員に聞きましたが、国際基準とこの日本の

暫定規制値については、どのように思われるのか、国際的に照らして日本がどうなのかとい

うことをお聞かせください。 

○大倉伸之環境公害課長 食品に含まれます放射性物質につきまして、厚生労働省が定めまし

た食品衛生法に基づきます暫定規制値は、緊急時の対応として原子力安全委員会が国際放射

線防護委員会の勧告に基づき提示した指標値で、国際的な考え方をもとにしているとされて

おります。 

 また、食品の国際規格を作成しておりますコーデックス委員会の指標値と比較いたします

と、放射性ヨウ素ではコーデックス規格が日本より厳しくなっておりますけれども、放射性

セシウムでは暫定規制値の方が厳しくなっております。 
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 以上です。 

○大森由紀子委員 今おっしゃったコーデックスの方の基準値と日本のを比べていただいたん

ですが、セシウムでは日本の方が厳しいというお話でしたよね。じゃ、今回のこの原発事故

に対してはどちらがどうなんですか。 

○大倉伸之環境公害課長 当初、放射性ヨウ素、あるいは放射性セシウムが検出されていたん

ですけれども、放射性ヨウ素の方は半減期が８日と非常に短く、最近では全く食品から検出

されていないということでございますので、放射性セシウムについて食品の汚染の基準を設

けるというのがいいと考えております。 

○大森由紀子委員 いえいえ、その方がいいということではなくて、このセシウムについては、

日本のこの暫定規制値の方がかなり厳しいということなんですよね。 

○大倉伸之環境公害課長 はい、そのとおりです。放射性セシウムについては、日本の方が国

際基準よりも厳しい基準となっております。 

○大森由紀子委員 先ほどからさまざまなお話もございまして、やはりこの放射線につきまし

ては、大変心配なことも多いんですけれども、先ほどありました、この閾値なしというのは、

例えば被爆時に見られる傷害、脱毛とか、また、白内障とか、これは確定的影響ということ

で、この閾値なしということではないわけですよね。もう一つ、発がんを中心とする確率的

影響、多分こちらの方が閾値なしという範疇になってくるんだと思うんですけれども、これ

も実際には、広島、長崎の原爆被爆者を対象とした膨大なデータをもってしても、１００ミ

リシーベルト程度よりも低い線量では発がんリスクの上昇はない。これよりも低い線量域で

は発がんリスクを疫学的には示すことができないというふうに言われているわけですよね。 

 そうした中で、この閾値なしというのは、なぜこんなのが出てきたのかというと、この低

線量では確たる情報はないんだけれども、この放射線管理のためにこれを設けるということ

で、逆に今起こったわずかな線量の被曝についてのリスクを評価するために、この閾値なし

というのを用いるというのは、適切ではないというふうに言われていますよね。 

 そういうことから考えると、放射能が心配だからちょっとでもない方がいい。それは、あ

るよりはない方がいいというのはそうなんですけれども、この仮説ができたのも実はそうい

うところで、科学的にはこれで影響があるということではない。でも、よくわからないけれ

ども、影響があるというふうに考えておきましょうかというのが、閾値なしということです

よね。 

 そういうところから含めますと、先ほど委員の方からもお話がございましたが、心配だと

いうことを本当に突き詰めていくと、私は子どもたちに対しての影響もどうなのかなという

ことも心配しますし、そういう意味では、今、大阪府内でも測定をしているところはありま

すけれども、今までのそうした測定をした自治体を見ながら、じゃ、枚方市としては今どの

ように思われているのか、お聞かせいただけますか。 

○池口利幸市民安全部次長 実質的に生産地での出荷制限、あるいは大阪府の中央卸売市場で

のチェック、それから食品衛生監視員が小売店舗を回ってその可能性のある食品をサンプリ

ングしてチェックする。あるいは各保健所で持ち込まれたもの、あるいは保健所がサンプリ

ングしたものについても公衆衛生研究所で検査しているということもありますので、基本的

には今のチェック体制は十分ではないかと。十分というのはちょっと申し上げ過ぎかもしれ
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ませんが、基本的なチェック体制はあるものと考えております。 

○岡林 薫委員長 他に質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）暫時休憩いたします。 

    （午前１０時５５分 休憩） 

    （午前１０時５９分 再開） 

○岡林 薫委員長 委員会を再開します。 

○岡林 薫委員長 他に質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）これをもって質疑を

終結します。 

○岡林 薫委員長 これから討論に入ります。 

 まず、榎本正勝委員の討論を許可します。榎本委員。 

○榎本正勝委員 本委員会の請願第２号の採決に当たりまして、本請願を不採択とすべきとの

立場から討論を行います。 

 本請願は、保育所や学校の給食食材について、本市独自で放射能測定を行い、その結果を

公表することを求めるもので、育ち盛りの子どもを持つ保護者の心情としては十分理解でき

るものです。 

 しかし、現在、国において、規制値を上回る放射能物質が検出された食品については出荷

制限が実施されており、こうした食品が大阪府内の中央卸売市場で流通することはないと考

えます。 

 また、産地直送で販売している食品については、大阪府が食品関係団体に対して販売しな

いように要請するとともに、個々の販売店に食品衛生監視員等が立入検査を行い、必要に応

じて販売を中止させるなどの対応が行われています。 

 さらに、大阪府内で流通している食品については、１４カ所の保健所等でサンプリングし

たものに対し、府立公衆衛生研究所において放射能物質の測定が行われ、その結果が公表さ

れています。 

 実際、本市においても、こうした流通ルートに乗っているものしか購入しておらず、特に、

学校給食の米などについては、独自で放射能検査を実施している財団法人大阪学校給食会等

の信頼できる仕入れ先から購入をしており、その点からも給食の安全性は十分に確保されて

いるものと考えます。 

 こうした現状に加えて、本年２月、厚生労働大臣から食品中の放射能セシウム等に関する

新たな規格基準の設定について諮問を受けている薬事・食品衛生審議会が、新基準値案を妥

当とする答申をまとめました。 

 その新基準値の設定に当たっては、食品からの被曝限度を、暫定規制値の年間５ミリシー

ベルトから１ミリシーベルトに引き下げ、各年代の平均的な摂取量などから４つの食品区分

ごとの基準値を算定しています。これにより、一般食品を初め、飲料水や乳児用食品などの

新基準値が現行の暫定規制値から最大で２０分の１にまで引き下げられるなど、大幅な厳格

化が図られています。 

 国際的に見ても厳格なこの新基準値は、本年４月から適用されることが決まっており、現

行のチェック体制のもとで国などが確実に検査を実施し、その数字を公表することなどによ

り、食の安全、安心の確保が十分に図られるものと考えます。 

 こうした状況を踏まえると、現時点において、本市独自で高価な機械を購入し、多くの人
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手を要する保育所・学校給食の食材の放射能検査を実施する必要性は乏しいと言わざるを得

ません。 

 ただ、本市においても、今回の新基準値の導入に当たっては、これまでの取り扱いとの違

いなどに対し、市民の不安や戸惑いの声が寄せられることが予想されます。特に、放射線の

影響を大きく受ける子どもを持つ保護者の不安は、より大きいものになると思われます。 

 したがって、今後、放射性物質対策に係る国・府の取り組みを周知徹底するなど、本市と

して、市民の不安を取り除くための方策を講じることを強く求め、本請願に対する討論とい

たします。 

 以上です。 

○岡林 薫委員長 次に、広瀬ひとみ委員の討論を許可します。広瀬委員。 

○広瀬ひとみ委員 福島の原発事故は、震災から１年を過ぎた今なお、人々の生活と健康、命

を脅かす未曽有の災害となっています。 

 放射能は、とりわけ細胞分裂の盛んな子どもたちに深刻な影響を与えるもので、子どもた

ちを守るためには正しい情報を得る必要があります。過度に恐れず、事態を軽視せず、理性

的に対処をするためにも、国・府の対応に加え、住民の命と暮らしを守る自治体がさらに検

査を実施すべきです。 

 日本共産党議員団は、これまでも給食の放射線測定の実施を求めてきましたが、子どもを

危険にさらさない、そのために行動することを枚方市行政・教育委員会に求め、本請願の賛

成討論といたします。 

○岡林 薫委員長 これをもって討論を終結します。 

○岡林 薫委員長 これから請願第２号 保育所・学校給食の食材の放射能の独自検査に関す

る請願を採決します。 

 本請願は、採択すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○岡林 薫委員長 起立少数です。 

 よって本請願は、不採択とすべきものと決しました。 

○岡林 薫委員長 以上で、本委員会に付託された事件の審査はすべて終了しました。 

 よって、総務常任委員会は、これをもって散会します。 

    （午前１１時４分 散会） 
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